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業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 医療法人のグループ企業として吉野川上・上町地区で介護事業所を展開 

行 動 計 画 期 間 令和８年 3 月６日 ～ 令和１１年 2 月 28 日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）計画期間内に，育児休業の取得率を次の水準までにする。 

    男性職員（常勤・非常勤）・・取得率を共に 100％以上とする。  

    女性職員（常勤・非常勤）・・取得率を共に 100％以上とする。 

〈対策〉 

・令和８年５月～ 男性職員も育児休業を取得しやすい環境整備のため、全職

員への啓蒙を継続的に行う。（管理者会議・ホームページ等） 

・令和８年８月～ 育児・介護休業の休業の種別を問わず，取得希望者対象だ

けでなくその他一般職員へも希望があれば担当者から説明

可能な体制づくりを徹底する。 

目標２）常勤・非常勤を問わず，階層別（管理職・一般職）のキャリアアッ

プ研修を実施して，その受講率 70％以上とする。 

＜対策＞ 

・令和８年１０月～ アンケート及び聞き取り調査等で、現場のニーズの掘り

起こし。 

・令和９年 ４月～ 研修内容及びカリキュラム検討。 

・令和９年１０月～ キャリアコンサルタントによる個別相談・研修開始。 

目標３）有給休暇等の休みを全て時間休取得で取得できるシステムづくり。 

＜対策＞ 

・令和８年１０月～  システム構築検討。 

・令和９年１０月～ 制度導入。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■産前・産後休暇 

○出産予定の女性職員への産前・産後の休暇の実施。 

■育児休業 

○1 歳に満たない子どもの育児・養育を必要とする職員に対しての育児休業の

実施。 

■提携託児所での保育利用 

○仕事と子育ての両立ができるように、小学校就学前までの子どもを対象に、

当法人と提携している託児所（所在地は吉野町）の利用。 
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